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             川崎市消防長 望 月 廣 太 郎 



川崎市火災予防事務処理規程の一部を改正する訓令 

川崎市火災予防事務処理規程(平成１１年消防局訓令第２４号)の一部を次の

ように改正する。 

第２８条第２項中「第２０号様式の１０まで」を「第２０号様式の１２まで

」に改める。 

第２９条を削る。 

第３０条第１項中「第１８条第３号」を「第１８条第２号」に改め、同条を

第２９条とする。 

第３１条第１項中「第１８条第４号」を「第１８条第３号」に改め、同条を

第３０条とする。 

第３２条第１項中「第１８条第５号」を「第１８条第４号」に改め、同条を

第３１条とし、第３３条から第３９条までを１条ずつ繰り上げ、第３９条の２

を第３９条とし、第３９条の３を第３９条の２とする。 

別表第１サウナ設備設置届の欄を削る。 

様式目次中 

「 

第20号様式の10 

 

火を使用する設備等（放電加工機）検査報告

書 
第28条第２項 

第21号様式 削除  

第22号様式 サウナ設備検査報告書 第29条第２項 

第23号様式 削除  

第24号様式 電気（変電）設備検査報告書 第30条第２項 

第24号様式の２ 電気（発電）設備検査報告書 第30条第２項 

第24号様式の３ 電気（蓄電池）設備検査報告書 第30条第２項 

第24号様式の４ 電気（燃料電池発電）設備検査報告書 第30条第２項 

第24号様式の５ 電気（急速充電）設備検査報告書 第30条第２項 



第25号様式 削除  

第26号様式 ネオン管灯設備検査報告書 第31条第２項 

第27号様式 削除  

第28号様式 水素ガスを充填する気球検査報告書 第32条第２項 

第29号様式 削除  

第30号様式 喫煙・裸火使用・危険物品持込み検査報告書 第33条第２項 

第31号様式 削除  

第32号様式 改装工事等検査報告書 第35条第２項 

」 

を 

「 

第20号様式の10 

 

火を使用する設備等（放電加工機）検査報告

書 
第28条第２項 

第20号様式の11 
火を使用する設備等（簡易サウナ設備等）検

査報告書 
第28条第２項 

第20号様式の12 
火を使用する設備等（一般サウナ設備等）検

査報告書 
第28条第２項 

第21号様式 削除  

第22号様式 削除  

第23号様式 削除  

第24号様式 電気（変電）設備検査報告書 第29条第２項 

第24号様式の２ 電気（発電）設備検査報告書 第29条第２項 

第24号様式の３ 電気（蓄電池）設備検査報告書 第29条第２項 

第24号様式の４ 電気（燃料電池発電）設備検査報告書 第29条第２項 

第24号様式の５ 電気（急速充電）設備検査報告書 第29条第２項 

第25号様式 削除  

第26号様式 ネオン管灯設備検査報告書 第30条第２項 

第27号様式 削除  



第28号様式 水素ガスを充填する気球検査報告書 第31条第２項 

第29号様式 削除  

第30号様式 喫煙・裸火使用・危険物品持込み検査報告書 第32条第２項 

第31号様式 削除  

第32号様式 改装工事等検査報告書 第34条第２項 

」 

に改める。 

 第２０号様式の１０の次に次の２様式を加える。 



第２０号様式の１１（第29条第２項関係） 

 

 

 



第２０号様式の１２（第29条第２項関係） 

 

 

 



第２２号様式を次のように改める。 

第２２号様式 削除 

 第２４号様式を次のように改める。 



第２４号様式（第29条第２項関係） 

 

 

 

 



第２４号様式の２を次のように改める。 



第２４号様式の２（第29条第２項関係） 

 

 

 

 



第２４号様式の３を次のように改める。 



第２４号様式の３（第29条第２項関係） 

 

 

 

 

 



第２４号様式の４を次のように改める。 



第２４号様式の４（第29条第２項関係） 

 

 

 

 



第２４号様式の５を次のように改める。 



第２４号様式の５（第29条第２項関係） 

 

 

 



第２６号様式を次のように改める。 



第２６号様式（第30条第２項関係） 

 

 

 

 

 

 



第２８号様式を次のように改める。 



第２８号様式（第31条第２項関係） 

 

 

 

 

 



第３０号様式を次のように改める。 



第３０号様式（第32条第２項関係） 

 

 

 

 



第３２号様式を次のように改める。 



第３２号様式（第34条第２項） 

 

 

 

 

 



第４０号様式を次のように改める。 



第４０号様式（第46条第５号関係） 

 

 



附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上で引き続きこれを使用することができる

。 


